
生産緑地と税制優遇制度

1
�
は
じ
め
に

生
産
緑
地
が
岐
路
を
向
か
え

て
い
る
。
生
産
緑
地
は
、
生
産

緑
地
法
で
定
め
ら
れ
た
土
地
制

度
の
一
つ
で
あ
り
、
生
産
緑
地

と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
と
、

そ
の
土
地
は
30
年
間
農
地
と
し

て
維
持
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
る
。

1
9
7
0
年
代
、
日
本
は
人

口
が
増
加
し
、
一
部
の
地
域
で

都
市
化
が
進
む
こ
と
に
よ
り
緑

地
が
急
速
に
失
わ
れ
、
住
環
境

の
悪
化
、
土
地
の
地
盤
保
持
や

保
水
機
能
の
劣
化
が
見
ら
れ
、

緑
地
保
全
の
必
要
性
に
迫
ら
れ

て
い
た
。
そ
こ
で
1
9
7
4
年

に
、
緑
地
を
守
る
た
め
に
生
産

緑
地
法
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か

し
こ
の
時
の
生
産
緑
地
法
は
、

緑
地
保
全
に
は
思
う
よ
う
な
効

果
を
成
さ
な
か
っ
た
た
め
、
1

9
9
2
年
に
生
産
緑
地
法
が
改

正
さ
れ
、
生
産
緑
地
と
都
市
計

画
に
お
い
て
保
全
し
な
い
農
地

（
宅
地
化
農
地
）
に
区
分
し
、

生
産
緑
地
に
指
定
さ
れ
た
地
域

に
あ
る
農
地
に
つ
い
て
は
、
税

制
面
で
の
優
遇
を
す
る
代
わ
り

に
、
30
年
間
の
営
農
義
務
な
ど

様
々
な
制
約
が
課
さ
れ
る
も
の

と
な
っ
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
指
定
条
件
が
厳
し
か
っ
た
生

産
緑
地
地
区
の
条
件
が
緩
和
さ

れ
、
一
気
に
生
産
緑
地
地
区
の

指
定
を
受
け
る
農
地
が
増
加
し

た
。
こ
の
時
に
生
産
緑
地
の
指

定
を
受
け
た
農
地
が
、
2
0
2

2
年
に
指
定
か
ら
30
年
が
経
過

し
、
営
農
義
務
が
外
さ
れ
る
。

現
在
、
生
産
緑
地
の
指
定
を
受

け
て
い
る
農
地
は
1
9
9
2
年

に
受
け
た
も
の
が
約
8
割
で
あ

り
、
営
農
義
務
が
外
れ
る
2
0

2
2
年
以
降
農
地
を
宅
地
化
す

る
人
た
ち
が
著
し
く
増
加
し
、

土
地
の
供
給
過
剰
が
発
生
す
る

の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て

い
る（
い
わ
ゆ
る「
生
産
緑
地
の

2
0
2
2
年
問
題
」で
あ
る
）。

そ
こ
で
2
0
2
2
年
問
題
を

抱
え
る
生
産
緑
地
と
営
農
義
務

解
除
に
伴
う
税
制
の
優
遇
制
度

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

2
�
生
産
緑
地
制
度
の
概
要

生
産
緑
地
と
は
、
生
産
緑
地

法
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
農
地

で
あ
り
、
市
街
化
区
域
内
に
あ

る
農
地
の
う
ち
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
都
市

計
画
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
生

産
緑
地
地
区
内
に
あ
る
も
の
を

い
う
。

生
産
緑
地
地
区
の
指
定
は
、

土
地
所
有
者
か
ら
指
定
の
申
出

を
受
け
、
市
町
村
が
都
市
計
画

の
決
定
手
続
き
を
経
て
行
う
。

生
産
緑
地
に
指
定
さ
れ
た
土
地

の
所
有
者
は
、
指
定
か
ら
30
年

間
農
業
を
営
む
義
務
が
あ
り
、

生
産
緑
地
を
農
地
と
し
て
管
理

等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
生
産
緑
地
地
区
に
お
い
て

は
、
市
町
村
長
の
許
可
を
得
て

農
業
を
営
む
た
め
の
施
設
等
を

設
置
・
管
理
す
る
以
外
、
建
築

物
・
工
作
物
の
造
成
や
土
地
に

手
を
加
え
る
行
為
は
で
き
な

い
。国

土
交
通
省
の
平
成
31
年

「
都
市
計
画
概
況
調
査
」
に
よ

る
と
、
生
産
緑
地
は
全
国
で
1

2
4
9
6
・
8
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ

り
、
半
数
以
上
が
関
東
地
方
で

の
指
定
と
な
っ
て
い
る
。
関
東

地
方
以
外
で
は
近
畿
地
方
、
中

部
地
方
が
続
き
、
三
大
都
市
圏

の
市
街
化
区
域
に
全
体
の
約
8

割
が
集
中
し
て
い
る
。

3
�
税
制
の
優
遇
制
度

（
1
）
固
定
資
産
税

固
定
資
産
税
に
お
い
て
農
地

は
、「
一
般
農
地
」
と
「
市
街

化
区
域
農
地
」
に
区
分
さ
れ
、

市
街
化
区
域
農
地
は
「
生
産
緑

地
地
区
の
指
定
を
受
け
た
農

地
」、「
一
般
市
街
化
区
域
農

地
」、「
特
定
市
街
化
区
域
農

地
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

一
般
農
地
は
、
農
地
利
用
を

目
的
と
し
た
売
買
実
例
価
格
を

基
準
と
す
る
農
地
評
価
を
行

い
、
農
地
と
し
て
の
負
担
調
整

措
置
に
よ
り
農
地
課
税
の
方
法

で
課
税
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
固
定
資
産
税
は
大
変
低
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、

生
産
緑
地
指
定
地
域
内
に
あ
る

農
地
に
つ
い
て
は
、
宅
地
へ
の

転
用
が
規
制
さ
れ
て
い
る
た

め
、
市
街
化
区
域
内
で
あ
っ
て

も
評
価
、
課
税
方
法
と
も
に
一

般
農
地
並
み
の
課
税
が
行
わ

れ
、
低
い
固
定
資
産
税
と
な
っ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
一
般
市
街
化

区
域
農
地
は
、
農
地
を
宅
地
化

し
て
い
く
こ
と
が
前
提
の
市
街

化
区
域
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
現

在
は
農
地
で
も
将
来
は
宅
地
に

転
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
た

め
、
宅
地
並
評
価
が
行
わ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
現
に
農
地
と

し
て
営
ま
れ
て
い
る
た
め
、
課

税
方
法
に
つ
い
て
は
農
地
に
準

じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
特
定
市
街
化
区
域
農
地

（
三
大
都
市
圏
の
中
の
特
定
市

に
あ
る
市
街
化
区
域
農
地
）
に

つ
い
て
は
、
一
般
市
街
化
区
域

農
地
以
上
に
宅
地
化
の
可
能
性

が
高
い
た
め
、
宅
地
並
評
価
・

宅
地
並
課
税
が
行
わ
れ
て
お

り
、
よ
り
宅
地
に
近
い
課
税
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
宅
地

同
様
の
高
い
固
定
資
産
税
が
課

さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
相
続
税
の
納
税
猶
予

農
業
を
営
ん
で
い
た
被
相
続

人
か
ら
生
産
緑
地
等
の
農
地
を

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
、
農
業
を
継
続
す
る
相
続
人

は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
、
農
業
投
資
価
格
に
よ
る

価
額
を
超
え
る
部
分
に
対
応
す

る
相
続
税
額
に
つ
い
て
、
相
続

税
の
納
税
猶
予
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

猶
予
を
受
け
た
税
額
は
農
業

相
続
人
の
死
亡
等
に
よ
り
免
除

と
な
る
が
、
農
業
の
廃
止
、
農

地
を
譲
渡
・
転
用
等
し
た
場
合

に
は
、
相
続
時
に
遡
り
、
猶
予

期
間
中
の
利
子
税
と
合
わ
せ

て
、
猶
予
額
の
納
付
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3
）
贈
与
税
の
納
税
猶
予

3
年
以
上
農
業
を
営
ん
で
い

る
者
が
、
農
業
を
引
継
ぐ
推
定

相
続
人
に
生
前
に
生
産
緑
地
等

の
農
地
を
一
括
贈
与
し
、
農
業

の
用
に
供
す
る
場
合
、
贈
与
者

の
死
亡
の
日
ま
で
贈
与
税
の
納

税
が
猶
予
さ
れ
る
。
た
だ
し
農

業
を
途
中
で
放
棄
す
れ
ば
、
相

続
税
同
様
の
「
遡
り
課
税
」
が

行
わ
れ
る
。

4
�
生
産
緑
地
の
2
0
2
2
年
問
題

生
産
緑
地
法
で
は
30
年
の
営

農
期
間
が
過
ぎ
れ
ば
、
市
町
村

に
買
取
り
の
申
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
財
政
状
態
の
厳
し

い
市
町
村
で
は
買
取
る
可
能
性

が
低
く
、
生
産
緑
地
の
指
定
が

解
除
さ
れ
れ
ば
税
制
の
優
遇
措

置
も
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。

固
定
資
産
税
で
は
生
産
緑
地

の
指
定
が
外
れ
れ
ば
、
一
般
市

街
化
区
域
農
地
ま
た
は
三
大
都

市
圏
の
特
定
市
で
は
特
定
市
街

化
区
域
農
地
と
な
り
、
高
い
税

負
担
が
待
っ
て
い
る
。

ま
た
相
続
税
の
納
税
猶
予
や

贈
与
税
の
納
税
猶
予
を
受
け
て

い
る
者
が
、
生
産
緑
地
の
指
定

解
除
に
伴
い
農
業
を
廃
止
し
た

場
合
に
は
納
税
猶
予
は
打
ち
切

り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
相
続
税

や
贈
与
税
の
遡
り
課
税
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
農
地
と
し
て
維
持

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場

合
、
農
地
が
宅
地
化
さ
れ
、
土

地
の
供
給
過
剰
が
発
生
す
る
こ

と
に
よ
り
、
土
地
の
値
崩
れ
や

空
き
家
問
題
と
同
様
な
問
題
が

土
地
に
も
発
生
す
る
の
で
は
な

い
か
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

5
�
生
産
緑
地
法
等
の
改
正
と
相
続
税
法
の
改
正

（
1
）
生
産
緑
地
法
等
の
改
正

2
0
1
5
年
4
月
に
「
都
市

農
業
振
興
基
本
法
」
が
制
定
さ

れ
た
の
を
受
け
、
2
0
1
6
年

5
月
に
「
都
市
農
業
振
興
基
本

計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
都
市
農

地
に
対
す
る
考
え
方
も
変
わ

り
、
こ
の
基
本
計
画
で
は
、
都

市
農
地
を
「
宅
地
化
す
べ
き
も

の
」
か
ら
、
都
市
に
「
あ
る
べ

き
も
の
」
へ
と
、
そ
の
位
置
づ

け
を
大
き
く
方
向
転
換
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け

て
、
2
0
1
7
年
に
生
産
緑
地

法
が
改
正
さ
れ
、
都
市
農
地
保

全
の
た
め
の
様
々
な
制
度
措
置

が
採
ら
れ
た
。

ポ
イ
ン
ト
の
1
つ
目
は
、
改

正
に
よ
り
「
特
定
生
産
緑
地
」

の
指
定
が
設
け
ら
れ
、
指
定
を

受
け
た
場
合
に
は
、
30
年
の
営

農
義
務
経
過
後
の
市
町
村
長
へ

の
買
取
り
申
出
期
間
が
10
年
間

延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

の
延
長
期
間
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
税
制
の
優
遇
制
度
も
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

っ
た
。

2
つ
目
は
、
生
産
緑
地
地
区

の
面
積
要
件
が
こ
れ
ま
で
の
5

0
0
㎡
か
ら
、
市
町
村
の
条
例

に
よ
り
3
0
0
㎡
に
引
き
下
げ

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
生
産

緑
地
の
指
定
が
受
け
や
す
く
な

っ
た
。

3
つ
目
は
、
こ
れ
ま
で
生
産

緑
地
内
で
は
農
業
用
施
設
し
か

設
置
で
き
な
か
っ
た
が
、
改
正

に
よ
り
行
為
制
限
が
緩
和
さ

れ
、
農
産
物
の
直
販
所
や
農
家

レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
設
置
が
可
能

と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
に
よ
り
都
市
農
家
の

今
後
の
選
択
肢
が
広
が
り
、
選

択
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
以
上

の
収
益
も
望
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

更
に
2
0
1
8
年
に
は
「
都

市
農
地
賃
借
法
」
が
制
定
さ
れ

た
。
こ
れ
ま
で
は
農
地
を
賃
貸

し
た
場
合
、
農
地
法
に
よ
り
賃

貸
借
契
約
が
自
動
更
新
さ
れ
て

し
ま
う
法
定
更
新
制
度
が
適
用

さ
れ
て
い
た
た
め
、
農
地
を
返

し
て
も
ら
い
た
い
時
に
タ
イ
ミ

ン
グ
良
く
返
還
し
て
も
ら
う
こ

と
が
難
し
か
っ
た
。
し
か
し
こ

の
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
生
産

緑
地
に
つ
い
て
は
法
定
更
新
制

度
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
、
安

心
し
て
農
地
を
貸
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
2
）
相
続
税
法
の
改
正

相
続
税
・
贈
与
税
に
お
い
て

も
2
0
1
8
年
度
税
制
改
正
に

お
い
て
、
納
税
猶
予
制
度
が
改

正
さ
れ
て
い
る
。

改
正
ポ
イ
ン
ト
の
1
つ
目

は
、
都
市
農
地
の
貸
付
け
の
特

例
が
創
設
さ
れ
、
生
産
緑
地
地

区
内
の
農
地
に
つ
い
て
は
、
農

業
者
向
け
の
貸
付
け
や
市
民
農

園
向
け
の
貸
付
け
を
行
っ
た
場

合
で
も
納
税
猶
予
が
継
続
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

2
つ
目
は
、
適
用
対
象
地
域

等
が
見
直
さ
れ
、
三
大
都
市
圏

の
特
定
市
に
所
在
す
る
特
定
生

産
緑
地
で
あ
る
農
地
等
及
び
田

園
住
居
地
域
内
に
あ
る
農
地
が

納
税
猶
予
の
適
用
対
象
に
追
加

と
な
っ
た
。

3
つ
目
は
、
三
大
都
市
圏
の

特
定
市
以
外
の
生
産
緑
地
地
区

内
の
農
地
に
つ
い
て
も
、
特
定

市
同
様
に
営
農
期
間
が
終
身
と

な
っ
た
（
改
正
前
は
20
年
で
猶

予
額
が
免
除
さ
れ
て
い
た
）。

4
つ
目
は
、
農
地
法
改
正
に

伴
い
、
納
税
猶
予
の
対
象
と
な

る
農
地
の
定
義
が
見
直
さ
れ
、

水
耕
栽
培
の
農
業
用
ハ
ウ
ス
に

す
る
な
ど
、
農
地
の
全
面
を
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
覆
っ
た
場
合
で

も
引
き
続
き
農
地
と
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

6
�
お
わ
り
に

生
産
緑
地
法
は
社
会
の
変
化

に
応
じ
度
々
改
正
が
行
わ
れ
て

お
り
、
生
産
緑
地
の
持
つ
可
能

性
も
変
化
し
て
い
る
。
2
0
2

2
年
問
題
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

が
、
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
に

悩
む
農
家
に
と
っ
て
も
、
選
択

に
よ
っ
て
は
新
た
な
収
益
が
期

待
で
き
る
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